
告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

口
蹄て

い

疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
福
島
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則(

昭
和
四
十
三
年
福

島
県
規
則
第
四
十
七
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
県
外
の
区
域
か
ら
移
入
を
禁
止
す
る
家
畜
の
種
類

及
び
移
入
を
禁
止
す
る
県
外
の
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

移
入
を
禁
止
す
る
家
畜
の
種
類

牛
、
水
牛
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚
、
し
か
及
び
い
の
し
し
並
び
に
そ
れ
ら
の
死
体
又
は
家
畜
伝
染

病
の
病
原
体
を
広
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
品

二

移
入
を
禁
止
す
る
県
外
の
区
域

宮
崎
県
内
の
次
に
掲
げ
る
区
域

１

西
都
市
の
う
ち
大
字
三
宅
の
一
部(

鶴
山
、
仏
久
保
、
熊
野
田
、
池
廻
、
長
田
、
市
ヶ
薗
、
川

ノ
上
、
土
薗
、
大
形
、
松
之
内
、
東
川
久
保
、
西
川
久
保
、
先
鶴
、
鳥
子
出
口
、
塚
西
、
上
之
使
、

鳥
子
橋
元
、
竹
之
脇
、
最
所
畑
及
び
清
水
前)

、
大
字
清
水
の
一
部(

松
崎
、
明
分
、
大
薗
、
谷

川
、
寺
迫
、
慶
久
原
、
二
月
田
、
朝
拝
平
、
仙
教
、
櫟
木
下
、
宮
川
、
坂
本
、
泉
加
坪
、
乾
面
、

桜
町
、
上
高
田
、
大
畑
、
狭
間
、
長
池
、
川
除
、
下
高
田
、
溝
下
、
大
井
手
、
大
内
田
、
川
向
、

芳
畑
、
札
畑
、
八
ヶ
久
保
、
朝
喰
、
大
畑
、
大
尾
田
、
松
崎
及
び
大
薗)

、
大
字
岡
富
の
一
部

(

西
ノ
前
、
八
ノ
窪
、
桑
木
畑
、
西
川
ノ
上
、
西
ノ
窪
、
竹
ノ
花
、
西
屋
敷
、
四
日
市
、
田
窪
、

九
桝
園
、
藏
之
向
、
下
藪
太
郎
、
土
ノ
口
、
下
中
嶋
、
延
命
寺
、
上
中
島
、
上
藪
太
郎
、
船
倉
、

後
藤
地
、
瀬
口
、
船
倉
下
、
仲
川
原
、
尾
崎
及
び
宮
ノ
前)

、
大
字
黒
生
野
の
一
部(

古
川
、
蔵

向
、
高
屋
敷
、
西
ノ
薗
、
高
薗
屋
敷
、
明
ノ
前
及
び
石
原)

、
大
字
三
納
の
一
部(

宮
田
、
松
本
、

羽
子
田
、
芦
町
、
田
中
、
前
田
、
笠
原
、
西
久
保
、
笠
原
川
原
、
今
別
府
、
下
島
鶴
、
片
山
、
弓

立
田
、
臼
坪
、
永
野
原
、
岸
見
廻
、
堂
園
、
永
野
、
二
反
田
、
松
廻
、
樫
木
廻
、
池
内
、
水
喰
、

住
吉
廻
、
上
島
鶴
、
鴨
目
、
上
寺
廻
、
下
寺
廻
、
赤
目
、
赤
目
川
原
、
札
立
、
盛
、
長
谷
場
、
長

谷
場
原
、
野
久
尾
原
、
法
蓮
寺
、
弓
場
元
、
下
鶴
之
寺
、
赤
目
外
川
原
、
下
川
原
、
川
上
、
田
良

木
、
長
谷
畑
、
高
三
納
、
杉
ノ
元
、
平
城
、
山
神
下
、
浦
田
、
上
浦
田
、
長
園
原
、
内
之
野
、
釘

野
、
坊
屋
舗
、
下
城
下
、
下
屋
舗
、
獅
子
堀
、
師
匠
田
、
丸
山
、
草
牟
田
、
和
泉
、
高
三
納
下
及

び
戎
田)

、
大
字
平
郡
の
一
部(

宮
ノ
下
、
天
神
免
、
高
三
納
、
尾
能
田
、
江
子
田
及
び
新
開)

及
び
大
字
鹿
野
田
の
一
部(

茶
園
薗
、
馬
場
、
中
島
、
田
久
保
、
請
関
、
鶴
崎
、
和
田
、
河
久
保
、

瀬
下
、
葛
廻
、
九
反
竿
、
継
母
、
戎
田
、
井
之
尻
、
屋
敷
下
、
中
鶴
、
萱
野
、
森
田
、
壱
反
九
歩
、

大
安
寺
畑
、
新
田
、
中
村
、
東
明
田
、
幸
納
、
島
崎
、
深
長
、
屋
敷
向
、
六
反
田
、
月
輪
、
宮
園
、

向
鶴
及
び
押
通)

２

児
湯
郡
新
富
町
の
う
ち
大
字
上
富
田
、
大
字
下
富
田
、
大
字
新
田
、
大
字
伊
倉
、
富
田
、
富
田

北
、
富
田
西
、
富
田
東
及
び
富
田
南

３

え
び
の
市
全
域

４

小
林
市
の
う
ち
東
方
の
一
部(

オ
カ
ラ
キ
、
桃
木
野
、
大
迫
、
長
迫
、
坂
ノ
下
及
び
雲
雀
野)

、

真
方
の
一
部(

高
山
、
北
二
原
、
柞
別
府
、
尾
竜
迫
、
中
二
原
、
上
二
原
、
下
二
原
、
東
二
原
、

瀬
ノ
口
、
木
切
倉
、
山
澄
、
萩
谷
、
新
田
場
、
浜
ノ
瀬
、
吉
丸
、
入
道
、
小
坂
ノ
本
、
川
崎
、
松

ノ
元
、
中
嶋
、
大
豆
別
府
、
榎
田
及
び
山
宮
を
除
く
。)

、
北
西
方
の
一
部(

横
峯
迫
を
除
く
。)

、

細
野
の
一
部(

山
中
前
の
う
ち
木
場
田
川
の
南
及
び
温
河
ノ
上
を
除
く
。)

及
び
南
西
方
の
一
部

(

ダ
ラ
ガ
迫
、
山
仁
田
及
び
西
木
場
を
除
く
。)

５

西
諸
県
郡
高
原
町
大
字
広
原
の
一
部(

大
迫
、
今
房
尻
及
び
今
房)

(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
春

南
部
地
区
に
係
る
県
営
の
基
幹
水
利
施
設
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業

計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平成22年５月11日 火曜日 福 島 県 報 第2179号317

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
県
外
の
区
域
か
ら
家
畜
の
移
入
を
禁
止

す
る
件

三
一
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

三
一
七

○
土
地
収
用
法
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し

た
件

三
一
八

公

告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

三
一
九

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い

て
届
出
が
あ
っ
た
件

三
一
九

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

三
一
九

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
裁
決
し
た
件

三
二
〇

福
島
県
労
働
委
員
会

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
と
し
て
委
嘱
し
た

件

三
二
一



平
成
二
十
二
年
五
月
十
二
日
か
ら

(

二
十
日
間)

同

月
三
十
一
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

田
村
郡
三
春
町
役
場

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

土
地
収
用
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

起
業
者
の
名
称

社
会
福
祉
法
人

心
愛
会

二

事
業
の
種
類

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
及
び
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
援
助
事
業
所(

仮
称)

ハ
ー

モ
ニ
ー
磐
梯
施
設
整
備
事
業

三

収
用
又
は
使
用
の
別
を
明
ら
か
に
し
た
起
業
地

収
用
の
部
分

福
島
県
耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
磐
梯
字
山
道
地
内

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
す
べ
て
充
足
す
る
と
判
断
さ

れ
る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
及
び
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
援
助
事
業
所(

仮
称)

ハ
ー

モ
ニ
ー
磐
梯
施
設
整
備
事
業(

以
下｢

本
件
事
業｣

と
い
う
。)

は
、
社
会
福
祉
法(

昭
和
二
十

六
年
法
律
第
四
十
五
号)

に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
業
で
あ
り
、

法
第
三
条
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
業
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

起
業
者
は
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
理
事
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
福
島
県
内
に
お
い
て

複
数
の
施
設
の
運
営
実
績
が
あ
る
こ
と
、
及
び
磐
梯
町
に
お
い
て
本
件
事
業
に
係
る
補
助
金
の
予

算
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
施
行
す
る
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

一�

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

磐
梯
町
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
十
年
に
は
十
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
高
齢
化
率
が
平
成

二
十
年
に
は
三
十
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
高
齢
化
率
が
急
速
に
進
行
し
て
お
り
、
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
介
護
を
要
す
る
状
態
に
な
ら
な
い
た
め
の
介
護
予
防
や
生
活

支
援
の
推
進
を
図
る
た
め
、
平
成
二
十
一
年
三
月
に
磐
梯
町
高
齢
者
福
祉
計
画
・
磐
梯
町
介
護

保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
度
下
半
期
か
ら
地
域
密
着

型
の
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
及
び
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始

を
計
画
し
て
い
る
。

ま
た
、
起
業
地
の
存
す
る
磐
梯
町
の
高
齢
化
率
は
平
成
二
十
年
十
月
一
日
現
在
に
お
い
て
三

十
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
県
の
平
均
の
二
十
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
比
較
し
て
非
常
に
高
い
状

況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
、
磐
梯
町
に
は
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
な
い
状

況
に
あ
る
。

本
件
事
業
は
、
磐
梯
町
高
齢
者
福
祉
計
画
・
磐
梯
町
介
護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ
き
、
要
介

護
等
の
認
定
を
受
け
た
高
齢
者
が
今
ま
で
の
人
間
関
係
や
生
活
環
境
を
で
き
る
だ
け
維
持
で
き

る
よ
う
、
通
い
を
中
心
に
訪
問
や
宿
泊
を
組
み
合
わ
せ
て
二
十
四
時
間
切
れ
間
な
く
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
及
び
認
知
症
高
齢
者

が
家
庭
的
な
雰
囲
気
の
中
で
共
同
生
活
を
営
む
こ
と
に
よ
り
、
認
知
症
の
進
行
が
防
止
で
き
る

認
知
症
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
援
助
事
業
所
を
整
備
す
る
も
の
で

あ
り
、
本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
な
い
磐
梯
町
に
要
介
護
や

認
知
症
の
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
し
続
け
る
こ
と
を
支
援
す
る
拠
点
施
設
を
設
置

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
。

二�

失
わ
れ
る
利
益

本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

等
に
基
づ
く
環
境
影
響

評
価
の
実
施
対
象
外
の
事
業
で
あ
る
が
、
起
業
者
が
平
成
二
十
二
年
二
月
に
任
意
で
実
施
し
た

調
査
に
よ
る
と
、
本
件
事
業
地
内
の
土
地
に
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の

保
存
に
関
す
る
法
律(

平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号)

等
に
よ
り
起
業
者
が
保
護
の
た
め
特
別

な
措
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
本
件
事
業
地
内
の
土
地
に
お
い
て
は
、
文
化
財
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
十
四
号)

に
よ
り
起
業
者
が
保
護
の
た
め
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
は
確
認
さ
れ
て

い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

三�

事
業
計
画
の
合
理
性

本
件
事
業
の
起
業
地
に
つ
い
て
は
、
磐
梯
町
内
に
お
い
て
三
つ
の
候
補
地
を
選
定
し
た
う
え

で
比
較
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
平
坦
地
で
造
成
の
必
要
が
な
い
こ
と
、
多
目
的
広
場
を
確
保

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
、
社
会
的
、
機
能
的
、
経
済
的
観
点
か
ら
総
合
的
に
勘
案
す
る

と
、
申
請
案
が
最
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
計
画
は
、
施
設
の
位
置
、
構
造
形
式
等
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
適
切
な

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
理
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を

比
較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
失
わ
れ
る
公
共
の
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め

ら
れ
る
。
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公

告

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
の
で
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

一�

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

３
の
一�
で
述
べ
た
よ
う
に
、
起
業
地
の
存
す
る
磐
梯
町
は
、
県
の
平
均
と
比
較
し
て
高
齢
化

率
が
非
常
に
高
い
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
が
設
置
さ
れ

て
い
な
い
。

ま
た
、
磐
梯
町
で
は
、
磐
梯
町
高
齢
者
福
祉
計
画
・
磐
梯
町
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
、

当
該
計
画
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
度
下
半
期
か
ら
の
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
及
び
認

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始
を
計
画
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
、
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

二�

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
す
べ
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
範
囲
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
。し

た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
す
べ
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
。

五

起
業
地
を
表
示
す
る
図
面
の
長
期
縦
覧
の
場
所

磐
梯
町
役
場
町
民
課(

土
木
総
務
課
用
地
室)

公
告
第
二
百
六
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

只
見
町
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

佐
藤

孝
輝

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
小
林
字
下
照
岡
四
七
五
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

栗
木

豊

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
小
川
字
下
々
平
八
四
七
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
二
百
七
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
か
ら
土
地
改
良
事
業
の
完
了
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
事
業
を
行
っ

地
区
名

土
地
改
良
事
業

施
行
認
可
年
月
日

工
事
の
完
了
年
月
日

た
者
の
名
称

の
種
類

郡
山
市

東
上
ノ
台

基
盤
整
備
促
進

平
成
一
二
年
六
月

平
成
二
二
年
三
月
二
四

(

農
道)

二
八
日

日

鏡
石
町

小
栗
山

基
盤
整
備
促
進

平
成
一
六
年
六
月

平
成
二
二
年
三
月
三
〇

(

農
道)

二
四
日

日

古
殿
町

泥
ノ
草

基
盤
整
備
促
進

平
成
一
一
年
六
月

平
成
二
一
年
一
二
月
一

(

農
道)

一
八
日

六
日(

農
村
計
画
課)

公
告
第
２
０
８
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
河
川
流
域
総
合
情
報
シ
ス
テ
ム
の
保

守
点
検
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団

体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下

｢特
例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条
及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年
福
島
県
規
則
第
17号
)
第
274

条
の
11第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
22年
５
月
11日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

河
川
流
域
総
合
情
報
シ
ス
テ
ム
の
保
守
点
検
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
土
木
部
土
木
総
室
土
木
総
務
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
22年
３
月
29日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

富
士
通
株
式
会
社
神
奈
川
県
川
崎
市
中
原
区
上
小
田
中
四
丁
目
１
番
１
号

５
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

49,875,000円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

７
随
意
契
約
と
す
る
こ
と
と
し
た
理
由

特
例
政
令
第
10条
第
１
項
第
２
号
該
当

(土
木
総
務
課
)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
会
津
美
里
町
長
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
し
、
大
沼

郡
会
津
美
里
町
吉
田
字
村
中
乙
二
百
十
一
番
地
長
嶺
力
か
ら
提
起
さ
れ
た
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

裁

決

書

審
査
申
立
人住

所

大
沼
郡
会
津
美
里
町
吉
田
字
村
中
乙
二
百
十
一
番
地

氏
名

長
嶺

力

右
記
審
査
申
立
人
か
ら
、
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
付
け
で
提
起
さ
れ
た
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十

五
日
執
行
の
会
津
美
里
町
長
選
挙
に
係
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
福
島
県

選
挙
管
理
委
員
会(

以
下｢

当
委
員
会｣

と
い
う
。)

は
、
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

主

文

こ
の
審
査
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

審
査
の
申
立
て
の
趣
旨
及
び
理
由

審
査
申
立
人(

以
下｢

申
立
人｣

と
い
う
。)

は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
会
津
美

里
町
長
選
挙(

以
下｢

本
件
選
挙｣

と
い
う
。)

に
つ
い
て
、
同
年
十
一
月
五
日
付
け
で
会
津
美
里
町

選
挙
管
理
委
員
会(

以
下｢

町
委
員
会｣

と
い
う
。)

に
対
し
、
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出

を
し
た
と
こ
ろ
、
町
委
員
会
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
十
五
日
付
け
で
棄
却
の
決
定
を
し
た
。

申
立
人
は
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
当
委
員
会
に
対
し
、
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
裁
決
を
求
め
る

も
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

公
職
選
挙
法
は
そ
の
第
百
条
に
お
い
て
無
投
票
当
選
を
規
定
し
て
い
る
が
、
無
投
票
で
は
、
憲
法

前
文
に
規
定
す
る
、
主
権
の
存
す
る
選
挙
民
に
よ
っ
て
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
代
表
者
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
公
職
選
挙
法
第
百
条
は
憲
法
前
文
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

二

本
件
選
挙
は
無
投
票
に
な
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
不
逞て

い

の
輩
の
策
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
公
然
の

秘
密
で
あ
る
。

三

町
委
員
会
は
、
公
職
選
挙
法
に
基
づ
き
積
極
的
な
啓
発
活
動
を
行
う
責
務
が
あ
る
が
、
そ
の
責
務

を
ほ
と
ん
ど
果
た
し
て
い
な
い
。

裁
決
の
理
由

当
委
員
会
は
審
査
の
申
立
て
を
受
理
し
、
申
立
人
か
ら
の
申
立
て
に
よ
り
口
頭
の
意
見
陳
述
の
機
会

を
与
え
、
審
理
し
た
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
右
口
頭
の
意
見
陳
述
の
機
会
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
十
五
日
に
そ
の
機
会
を
設

定
し
た
が
、
申
立
人
は
、
電
話
及
び
文
書
で
出
席
し
な
い
こ
と
を
当
委
員
会
に
断
っ
た
う
え
で
欠
席
し

た
。お

よ
そ
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
争
訟
に
お
い
て
、
選
挙
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
、
公
職
選
挙
法(

昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
百
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
選
挙
が

｢

選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る｣

こ
と
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
違
反
が｢

選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
場
合｣

に
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
の｢

選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る｣

と
は
、
主
と
し
て
、
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機
関
が
選
挙
の
管

理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
る
と
き
、
又
は
直
接
こ
の
よ
う
な
明
文

の
規
定
は
存
在
し
な
い
が
法
の
基
本
理
念
た
る
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
と
き

を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、｢

選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合｣

と
は
、
そ
の
違
反
が
な
か
っ
た
な

ら
ば
、
選
挙
の
結
果
、
す
な
わ
ち
、
候
補
者
の
当
落
に
現
実
に
生
じ
た
と
こ
ろ
と
異
な
っ
た
結
果
の
生

ず
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
当
委
員
会
は
、
申
立
人
の
主
張
す
る
理
由
が
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
場

合
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
き
、
順
次
検
討
を
加
え
る
。

一

申
立
人
の
主
張
一
に
つ
い
て

選
挙
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
選
挙
が｢

選
挙
の
規
定
に
違
反｣

し
て
行
わ

れ
た
場
合
で
あ
る
が
、
無
投
票
当
選
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
条
に
お
い
て
、
一
定
の
要
件
の
も
と
に

無
投
票
当
選
と
な
る
旨
明
記
さ
れ
て
お
り
、
選
挙
が
無
投
票
当
選
と
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に

選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場

合
、
選
挙
が
無
効
と
な
る
の
は
、
無
投
票
当
選
に
至
る
一
連
の
選
挙
管
理
執
行
に
お
い
て
選
挙
の
規

定
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
結
果
無
投
票
当
選
と
な
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
申
立
人
か
ら
は
、
何
ら
具
体
的
な
事
実
の
主
張
が
な
く
、
申
立
人
の
主

張
は
認
め
ら
れ
な
い
。

二

申
立
人
の
主
張
の
二
に
つ
い
て

申
立
人
の
主
張
は
、
具
体
的
な
事
実
の
主
張
が
な
く
、
認
め
ら
れ
な
い
。

三

申
立
人
の
主
張
の
三
に
つ
い
て

法
第
六
条
の
選
挙
に
関
す
る
啓
発
周
知
に
関
す
る
規
定
は
、
選
挙
に
関
す
る
効
力
的
規
定
と
は
解

さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
申
立
人
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
。

以
上
の
と
お
り
、
本
件
選
挙
は
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
申

立
人
の
主
張
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦
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樋
口

正

富
永
信
明

影
山
道
幸

本
田
哲
夫

箱
木
禮
子

新
開
文
雄

菅
家
節
子

伊
藤

宏

氏
名

福
島
県
労
働
委
員
会

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
福
島
県

連
合
会
参
与

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
福
島
県
支
部

長 福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
福
島
県

連
合
会
会
長

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

国
立
大
学
法
人
福
島
大
学
名
誉
教

授 福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

弁
護
士

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

公
認
会
計
士

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

国
立
大
学
法
人
福
島
大
学
経
済
経

営
学
類
教
授

現
職

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会

福
島
県
連
合
会
事
務
局
長

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
山
形

県
支
部
長

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会

福
島
県
連
合
会
事
務
局
長

国
立
大
学
法
人
福
島
大
学

経
済
経
営
学
類
教
授

前
歴

同 同 同 同 同 同 同 平
成
20年
６

月
24日

委
嘱
年
月
日

近
藤
芳
行

長
谷
川
寛

安
藤

徹

今
泉
秀
記

森
岡
幸
江

福
井
邦
顕

鈴
木
安
利

佐
藤
卓
也

唐
橋
幸
市
郎

渡
�
い
づ
み

平
野
準
一

樋
口

正

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商

工
部
長

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査

調
整
課
主
幹
兼
副
課
長

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

兼
審
査
調
整
課
長

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

株
式
会
社
辰
巳
屋
代
表
取
締
役
社

長 福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

日
本
全
薬
工
業
株
式
会
社
代
表
取

締
役
会
長

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

い
わ
き
経
営
者
協
会
顧
問

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

福
島
県
経
営
者
協
会
連
合
会
専
務

理
事

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

ほ
ま
れ
酒
造
株
式
会
社
代
表
取
締

役
社
長

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
福
島
県

連
合
会
副
事
務
局
長

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
福
島
県

連
合
会
参
与

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
福
島
県

連
合
会
参
与

原
子
力
安
全
対
策
課
主
幹

兼
副
課
長

相
双
教
育
事
務
所
次
長
兼

総
務
社
会
教
育
課
長

い
わ
き
地
方
振
興
局
次
長

兼
地
域
連
携
室
副
室
長

商
工
労
働
部
政
策
監

株
式
会
社
辰
巳
屋
専
務
取

締
役

日
本
全
薬
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

株
式
会
社
ク
レ
ハ
環
境
相

談
役

福
島
県
経
営
者
協
会
連
合

会
事
務
局
長

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
福
島

県
支
部
常
任

東
北
電
力
労
働
組
合
福
島

県
本
部
委
員
長

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会

福
島
県
連
合
会
事
務
局
長

同 同 同 平
成
22年
４

月
27日

同 同 同 同 平
成
20年
６

月
24日

平
成
21年
10

月
27日

同 同

公
告
第
二
号

労
働
関
係
調
整
法(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
た
あ
っ
せ

ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

福
島
県
労
働
委
員
会

会
長

本

田

哲

夫
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関
根
宏
幸

鈴
木
文
男

小
椋

正

塚
原
啓
史

齋
藤
弘
子

二
瓶
正
浩

近
藤
芳
行

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
次
長

兼
地
域
連
携
室
副
室
長
兼
企
画
商

工
部
長

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
次
長
兼

企
画
商
工
部
長

福
島
県
南
会
津
地
方
振
興
局
次
長

兼
地
域
連
携
室
副
室
長
兼
企
画
商

工
部
長

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商

工
部
長

福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
次
長
兼

地
域
連
携
室
副
室
長
兼
企
画
商
工

部
長

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商

工
部
長

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商

工
部
長

雇
用
労
政
課
長

出
納
局
参
事
兼
審
査
課
長

税
務
課
長

労
働
領
域
技
能
振
興
グ
ル
ー

プ
主
幹

国
際
課
長

生
活
環
境
部
主
幹
兼
生
活

環
境
総
務
課
副
課
長

原
子
力
安
全
対
策
課
主
幹

兼
副
課
長

平
成
22年
４

月
27日

平
成
21年
４

月
28日

平
成
22年
４

月
27日

平
成
20年
４

月
22日

同 同 同
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